
１．日  時   令和４年１月１９日(水) １５：００～１６：２０ 

 

２．開催場所   本山製作所青葉アリーナ（青葉体育館） １階会議室 

 

３．出席委員名(敬称略) 

役職 氏名 
出

欠 

会 長（仙台大学 教授） 仲野 隆士 ○ 

副会長（東北福祉大学 特任教授） 鈴木 玲子 ○ 

委 員（アイスリンク仙台 専属インストラクター） 阿部 奈々美 × 

委 員（仙台市中学校体育連盟 会長） 石川 一博 × 

委 員（東北学院大学 准教授） 岡﨑 勘造 ○ 

委 員（仙台市小学校教育研究会体育研究部会 常任委員） 岡本 美佳 ○ 

委 員（仙台市スポーツ協会 副理事長） 草刈 惠佐雄 ○ 

委 員（仙台市障害者スポーツ協会 会長） 熊谷 勇一 ○ 

委 員（仙台市レクリエーション協会 会長） 小池 和幸 ○ 

委 員（東北電力株式会社 地域共生ユニット部長） 今田 広志 ○ 

委 員（仙台市議会議員） 斎藤 範夫 × 

委 員（宮城教育大学 教授） 佐藤 節子 × 

委 員（仙台市スポーツ推進委員協議会 常任理事） 佐藤 園子 ○ 

委 員（東北学院大学 教授） 篠崎 剛 ○ 

委 員（東北生活文化大学 名誉教授） 土井 豊 ○ 

委 員（仙台市学区民体育振興会連合会 会長） 堀江 新一郎 × 

委 員（東北大学 副理事） 村松 淳司 ○ 

委 員（仙台市スポーツ少年団 本部長） 吉田 尚 ○ 

 

４．説明に出席した者の職・氏名 

文化観光局長 菊田 敦 

文化スポーツ部長 大森 武宏 

スポーツ振興課長 熊谷 拓郎 

スポーツ振興課 企画係長 田中 輝 

スポーツ振興課 施設係長 小野寺 孝次 

スポーツ振興課 事業係長 中村 淳 

スポーツ振興課 主任 分田 亜矢子 

スポーツ振興課 主任  堀江 寛美 

スポーツ振興課 主事 大波 智仁 
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５．会議の経過 

 （１）開  会 

 （２）会長挨拶 

（３）議事 

    ・「仙台市スポーツ推進計画（中間案）」に関する市民意見募集（パブリック

コメント）の実施結果について 

・「仙台市スポーツ推進計画」答申案について 

（４）議事の内容            進行役：仲野会長               

議事録署名人の指名：岡本委員 

 

仲野会長   次第に基づきまして、進行していきたいと思います。 

 今回の審議会議事録へ署名いただく委員につきまして、指名させていただ

きたいと思いますが、今回は岡本委員へお願いしたいと思います。岡本委

員よろしいでしょうか。 

 

岡本委員   わかりました。 

 

仲野会長   それでは、岡本委員に議事録への署名をお願いしたいと思います。 

       続きまして、議事に入らせていただきます。 

「仙台市スポーツ推進計画（中間案）」に関する市民意見募集（パブリッ

クコメント）の実施結果について、及び、「仙台市スポーツ推進計画」答

申案について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局    「仙台市スポーツ推進計画（中間案）」に関する市民意見募集（パブリ

ックコメント）の実施結果について、及び、「仙台市スポーツ推進計画 

」答申案の二つの資料をご用意願います。まずは、答申案ですが、内容については中間案

と大幅な変更はございません。あとは、内容に直接関係はないのですが参

考としてのコラムや写真を掲載し分かりやすいかたちにしております。ま

た、80 ページ以降が巻末資料になっておりますけれども、用語集、市内の

スポーツ施設、審議経過、委員名簿といった形で載せております。 

       次に、パブリックコメントの結果についてご報告いたします。パブリック

コメントの実施につきましては、昨年 11 月 24 日から 12 月 23 日までおよ

そ 1 ヶ月間募集いたしました。市のホームページや各区役所、スポーツの

計画でございますのでスポーツ施設などにも中間案の概要版を配布してご

ざいます。ご意見をいただいた件数ですけれども、8名、2団体の方から 20

件のご意見をいただいたところです。内訳は、計画の章ごとで申しますと、

第 1 章「計画の策定にあたって」に関するご意見が 2 件、第 3 章「基本方

針」に関するご意見が 1 件、第 5 章「施策」に関するご意見が 14 件、第 6
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章「計画の推進」に関するご意見が 1件、その他のご意見が 2件で計 20件

でございます。内容は、次のページからでございます。こちらの方にご意

見の内容と本市の考え方ということで記載してございます。本日のご議論

含め結果については、公表いたします。概要でございますけれども、子ど

もさんに関するご意見、子どもの遊びとその場所についてで、20 件中ほぼ

半数くらいを占めています。まず、1番 2番についてでございますが、答申

案 7 ページ 8 ページをご覧ください。ここでは計画全般のことを載せてお

りますが、ここに「子どもの遊び」を入れてほしいということでございま

す。子どもの遊びといった部分に関しましては、これまでの計画策定の中

で検討委員会から審議会において確認してきたところでございます。本市

の考え方にお示ししておりますように、子どもの遊びについて施策の中に

もいろいろと含めているということで、スポーツの範囲の概念図自体は全

体のイメージというところもありますので、この段階で修正して入れると

いうところまでにはいいのかなというところであります。当然、取り組み

の中では実施をしていくという前提でございますけれども、計画というこ

ところでの修正まではしないと考えております。それから 3 番以降につき

ましても基本的に同じようなご意見で、4番から 7番につきましては、プレ

ーパークという言葉がいくつか出ておりますがプレーパークを運営されて

いる方からのご意見でそういったことにも取り組んでほしいということで

ございます。外遊びについての捉え方につきましては、先程申し上げまし

た考え方のとおりでございまして、ここで求められているのは場所ですが、

現状そのプレーパーク、仙台では西公園や海岸公園などを活用されていら

っしゃるところでございます。ご意見 4番の中で、「仙台市では緑の基本計

画において外遊びの空間である『プレーパーク』の拡充を掲げている」と

あり、緑の基本計画というのは建設局で策定されているものでございます。

本計画の施策としましては、57ページ「施策 1-6-⑤身近なところで体を動

かせる空間づくり」の主な事業で「市民の健康を支える公園づくり・公園

マネジメントの推進」にあたりまして、スポーツの計画の中でやってます

というよりは連携して取り組んでいくということを考えております。それ

から 4 ページの 9 番に関しましては、学校開放ですが、こちらは教育局の

所管になりますけれども先程の建設局と同様に教育局と連携しながら取組

を進めていく考えでございます。こちらも答申案 57ページ「施策 1-6-⑤身

近なところで体を動かせる空間づくり」の主な事業「学校施設開放事業の

推進」の中で連携しながら取り組むことを考えてございます。それから 10

番、内容ですが、答申案 50ページ「施策 1-2-⑦競技活動支援」のところで

ございます。ご意見といたしましてはスポーツインテグリティ、高潔性と

かそういうような意味でございますがそういったものを確保していくため

には競技団体のガバナンス強化とコンプライアンスの徹底が必要不可欠と

いうご意見。中間案では「スポーツ協会や加盟競技団体等による、指導者

の養成・資格取得の支援を進めるとともに、指導者の倫理・コンプライア



3 

ンスの強化を行います。」と記載しておりました。今回そこに、指導者のみ

ならず「競技団体」も加えてはどうかというご提案でございました。当然、

指導者のみならず団体もコンプライアンス強化が必要ということで、「競技

団体及び」の文言を追記する形で修正をしております。続きまして 11番に

なりますけれども、同じく指導者の資質向上についてですが、こちらも今

の部分を含めて、「施策 1-7-①スポーツ指導者等の養成・資質向上」、58ペ

ージのところでスポーツ指導者等の養成・資質向上というところを施策と

して触れておりますので、情報発信を含めこの中で取り組んでいきますと

いうことで特別修正ということはしていません。12 番でございますが、女

性のアスリート、特に女子小・中学生に対してのスポーツが身近になる施

策を期待しているというご意見です。本計画では女性のスポーツ促進とい

うところも項目としてあげておりますので、そういったところでの取組を

行っていくということで記載しております。続いて 5 ページ、13 番につい

てですが、ご意見としては追記というものです。答申案の 56ページになり

ます、「施策 1-6-③ 施設機能の維持・向上」というところです。当初は「ス

ポーツ施設の長寿命化を確保するための」と記載していたのですが、そこ

に安全性といった部分を加えてはどうかというものです。修正といたしま

しては、答申案に記載しておりますとおり「及び安全性を確保するための

計画的な改修・更新を引き続き実施する」ということで修正をしておりま

す。続いて 14・15 番、こちら同じご意見が 2 件、それと 16 番はハード系

のご要望です。まず 14・15 については、公認プール。グランディ 21 のプ

ールのようなものを仙台市にもというご意見。新たな施設整備に関しても

これまで検討委員会や審議会で話をしてきたところですが、なかなか新規

の施設整備というのは計画を策定する段階ではなかなか課題が多いため、

引き続き計画期間内においても利用状況等をみながら調査・研究したいと

いうことで答申案には載せておりません。次に 16番につきましては、陸上

競技場にサブトラックをつくってほしいというものでございます。陸上競

技場に関しましては敷地が宮城県の総合運動公園でございますので、県の

考え方とのすり合わせも必要になってきます。また、陸上競技場周辺につ

きましては、防災拠点の計画もございまして仙台市のみの判断でできるも

のではございませんので、引き続き県との意見交換を行ってまいります。 

17 番でございますが、先程もありましたが、答申案 57 ページ「施策 1-6-

⑤身近なところで体を動かせる空間づくり」の主な事業のところで、中間

案ですと「市民の健康を支える公園づくりの推進」というのが主な事業で

あったのですが、それに公園マネジメントというのを記述して欲しいと意

見がございました。これに関しては、公園を所管する建設局と意見調整を

しまして、公園マネジメントについては公園の計画にも掲げていることで

したので、こちらを整理する形で修正しております。続きまして 18番でご

ざいますが、計画の推進関連でございます。答申案 77ページの成果指標・

目標値のところですけれども、元気はつらつチャレンジカードの年間 100
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回達成は、3日に 1回のペースになりハードルが高いというご意見がござい

ました。チャレンジカードにつきましては、現在、運用について見直しを

している最中でございます。それに伴いまして、こちらの成果指標を変え

るということになります。実は、この計画期間の間、施設の大規模改修な

どが結構入ってくるタイミングでございまして、そういった中で頻繁に施

設を利用していただくことは、そこはそこでハードルができてしまうこと

になります。そのようなこともございまして、100回という回数の見直しを

することになったということです。新しい計画がスタートするタイミング

での運用改正となりまして、それに伴って、成果指標も変更することにな

ります。目標設定自体にはあまり影響がないような形で盛り込めると思い

ますが、まだ、こういう形でとお示しできる段階ではございませんので、

決まりましたらあらためてご報告させていただきます。次のページにいき

まして、その他のご意見になります。一つは、県が進める「ルルブル運動」

という基本的生活習慣を身に着けるための運動ということで、寝る・食べ

る・遊ぶ、そこから健やかに伸びるといった最後の文字を取ってルルブル

運動というのですが、参考にさせていただきますというところで留めさせ

ていただいております。最後のご意見は、利用料金についてでございます。

具体的には、市民センター体育館の利用料金についてご意見を頂戴してお

ります。施設の利用料金に関しましては、市全体で施設の使用料のバラン

スをとっているところでございますし、今後、料金改定はどのようになる

のか見通せないものでございますので参考にさせていただきますというこ

とに留めさせていただきました。以上 20件のご意見に対しまして、修正す

るところは 3ヵ所でございます。説明は以上でございます。 

 

仲野会長   ただいま、パブリックコメントの実施結果について、答申案と照らし合

わせながらご説明いただいたところでございます。ご説明いただきました

パブリックコメントの実施結果につきまして、何かご質問やご意見等がご

ざいましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

土井委員   説明ありがとうございました。意見の概要の 17番、公園マネジメントの

推進に関連しまして、市としてはご意見を踏まえて修正いたしますという

ことですけれど、答申案を出す前の説明会の時に市役所で説明を受けた時

に私なりに意見を言ったのですが、例えば、この答申案の 54ページに関係

するとおっしゃったと思うのですけど、写真が 2 枚あって右側の自転車に

乗っているサラリーマン風の人がいて奥の方に椅子のようなものがありま

す。休憩できるような。高齢者の場合に、すぐ疲れるから座る椅子が欲し

いというご意見が多かったということで整備する場合には休憩できるよう

な場所の確保、椅子の設置についても考える必要があるのではないかとい

うことと、もう一つ、トイレが要所要所にあった方が 1 時間以上歩く場合

にトイレがないと非常に不便を感じるという中高齢者がいるということを
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仲間にはそういう意見を言う方がおりますので。ちょっと休憩できるよう

なベンチというのでしょうか、あるいはトイレの設置・整備といったこと

もまだ答申案の段階なのであればそれを加えていくことが可能かどうか、

意見として申し上げたいと思っておりました。 

 

事務局    17 番の公園マネジメント推進に追加するということですけれども、今ご

意見があったように公園というのは非常に多様な機能がありまして、ここ

でいろいろご意見をいただいたとおり、子どもの遊び場というふうなとこ

ろもありますしスポーツの場でもあったりします。また、今お話のあった

休憩の場であったり憩いの場であったり、多様な側面があると考えてござ

います。これまでの公園の行政というのは、比較的緑がたくさんあって憩

いの場的な側面にやや重点が置かれがちだったというふうなことを踏まえ

まして公園の行政の計画におきましても多様な機能というのを活かすため

の公園マネジメントというふうなことをうたっておりまして、今回の意見

に対しても公園マネジメントという言葉を入れることは差し支えないとい

うふうな答えをいただいているところでございます。そのようなことから、

公園マネジメントという中にはそういう休憩場所であるトイレ、ベンチな

どの設置を含めて公園の多様性を発揮するという中身が含まれているもの、

プレーパーク等も含めてですけれども考えておりまして、答申案の修正の

中で今のご意見を踏まえて対応できているものと考えているところでござ

います。 

 

土井委員   ありがとうございます。もう一つよろしいでしょうか。市民からの意見

にはないようですので。気になっているところがありまして、答申の 9 ペ

ージのところにメッツを使った消費カロリーの計算がありますけれども、

何か足りないと思っていたら、1.05 がなくなったというのは、ある意味で

は大きな誤差ではないと思っていたからこの方が一般化しやすいのかなと

思いはするのですが、中間案の時には 1.05がありました。これを省いた理

由がもしあれば説明してください。 

 

事務局    失礼いたしました。説明が不足しておりました。実は、先日 13日に開催

した検討委員会の中で、そこまでは 1.05が入った状態でお示ししておりま

した。その検討委員会の中で、1.05については最近の例で言いますと「健

康づくりのための身体活動 2013」というのがございますけれども、そちら

の中では、今おっしゃったとおり、計算の煩雑さを無くすために 1.05を用

いないで算出してもよいという記載がございます。どうしましょう。とい

う議論がございまして、わかりやすいという点をコラムということもござ

いますのでとりましょうということになり、修正しました。説明不足で申

し訳ございません。 
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土井委員   村松先生や岡﨑先生がいいの、となったときに、そういう説明をしなく

てはならないと思い言わせていただきました。 

 

岡﨑委員   むしろ、提案したのが私でした。13日の会議で今おっしゃったように煩

雑さを無くすために、今は 1.05を省いてもいいかなということが言われて

いましたのでそれを皆さまに議論していただいてそうしましょうかと。 

 

土井委員   そういう専門家のお話しであれば結構です。 

 

仲野会長    他にございませんでしょうか。ございませんようでしたら、今のご意見

を含めまして今後の修正につきまして私と事務局に一任いただければと思

いますがいかがでしょうか。 

 

全委員    異議なし。 

 

仲野会長    ありがとうございます。では、答申案全体につきましてご意見等あれば

ぜひお願いいたします。 

 

村松委員   77 ページの目標値のスポーツボランティア関係になるのですが、「スポ

ーツボランティアなどの協力活動を」というのはどういう意味なのか、ち

ょっとひっかかってしまいまして。協力活動というのとボランティアとい

うのと何か違いがあるのか、どういうことなのか、今更で申し訳ないので

すが。上から、「する」「みる」「ささえる」とあってスポーツボランティア

が最後にある。ボランティアなど協力活動ってどういうものなのかこの冊

子にはない。ちょっと気が付いたのですが。わかりづらい。 

 

事務局    実は、こちらの成果指標の文言は今の計画を踏襲しているところです。

実際のところのボランティア活動は、例えばアンケート調査でいうと、大

会・イベントの運営の手伝い、スポーツ施設関連の手伝い、プロスポーツ

の運営の手伝い、団体・クラブの運営の手伝い、スポーツの指導・コーチ、

審判・役員等そういったものがスポーツボランティアをやっていますかと

いうアンケートの項目ですので、今申し上げたものがこれまでのスポーツ

ボランティアの例になります。 

 

村松委員   だとしたら、「などの協力活動」を消して「スポーツボランティア」だけ

でよいのでは。そうしないと、まとめるときに骨が折れると思う。 

 

事務局    そうですね。アンケート自体、スポーツボランティアの参加状況という

形にしておりますので。 

 



7 

村松委員    そうした方がよいと思う。 

 

仲野会長     これを削除と。 

 

佐藤園子委員   そうすると、26ページのボランティア参加状況のところの「ボランテ

ィア等」というのは。 

 

村松委員    それは、前のものだから。 

 

佐藤園子委員   そこの修正はいらないですね。 

 

岡﨑委員    ちなみにそのスポーツボランティアというのは、プロスポーツに関す

るボランティア活動だけを指しているのか、今回の計画では幅広く活動

を捉えるというのがあるので、例えば清掃活動のボランティアとか、そ

もそもボランティアをする時点でその身体活動に含まれるのかなと思っ

たんですけれども、そういった意味ではスポーツボランティアという定

義にするのか、スポーツを含むボランティア活動に参加する 15歳以上の

割合というふうにしたほうがいいのか。 

 

村松委員    スポーツボランティアの定義はかなり広くなっているんですよね。そ

れは全国的な傾向で。例えば、子どものサッカーの試合に子どもを送っ

ていくこともスポーツボランティアと捉えるとスポーツ庁が言っている

ので。たぶん、大丈夫だと思う。清掃活動も。あまりどれがスポーツボ

ランティアでどれがスポーツボランティアではないのか関与しない方が

よい。スポーツ自体今回かなり広範な意味になったので。子どもの遊び

をスポーツとすると子どものケアをするのもスポーツボランティアにな

るのでしょうし。あまりそこは動かさない方がよいのでは。どうでしょ

う。 

 

岡﨑委員    目標を達成するということを考えると、いろんな意味を捉えられた方

がたぶん数値の達成率が上がるのかなと思ったのと、今回の計画の魅力

の一つがスポーツというものを幅広く捉えることだったと思うので、そ

ういう考え方でもいいのかなと思ったので意見を出してみました。考え

方にそれが含まれているというのであれば、特にこだわりがあるわけで

はないのでそのままで結構です。 

 

事務局     ここの書きぶりについては、より分かりやすい書き方について仲野会

長と相談して調整させていただければと思います。 

 

仲野会長     ありがとうございます。そうしましょう。 
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村松委員    もう一つ。前から気になっていたのは、協力活動について。「ささえる」

イコール「協力活動」というのはそうでもない。 

 

事務局     本当に多様な形がありますので、それをどう表現するのかもう一つ考

えてみたいと思います。 

 

仲野会長     協力という言葉で、たしか泉田さんが言われていたのは支え合うと。

一方的ではないのだと。支え合って初めて成立するという考えもあると

いうことも含めて理解してもらえるような文言にしたいと思います。 

 

村松委員    目標のところに「スポーツボランティアなどの」と書かれると、定義

されていないものが入ってくることになってしまう。大学的な考え方で

すけれども。講義をするときもそうですけれども、何かこう定義したう

えで、それがないものがいきなり入ってくるとテストだと学生が困るか

なと単純に思ったところです。 

 

仲野会長     そうですね。では、別の視点からいかがでしょうか。何か、お気づき

の点など。 

 

篠崎委員    先程お話しのあったメッツのところで、メッツ表をもう少し埋められ

ないのかなと思っているのですが。スポーツの参加意欲を高めるという

意味もありますので、自分でこれはスポーツだと認識するタイミングが

これで気づけるかもしれないと考えた時に、メッツ表の穴が多いともっ

たいないのかなと。もうちょっと、軽い筋トレがあるなら激しい筋トレ

があるとかバリエーションがあっても市民の方により有効な推進計画と

いう形になるのかなと思って意見を出してみました。 

        あと、もう一点ですが、各標題のスポーツの力とか、アンダーライン

が引かれていますが、どういう基準で引かれているのかと。例えば、77

ページ「成果指標」の「指標・」にアンダーラインが引かれているとか。

見た目って結構重要だと思います。何か基準があるのかなと思って気に

なったところです。 

 

事務局     デザインとして入れておりました。ただいま、篠崎先生がおっしゃっ

ていた視点だとするとちょっと考えなくてはならないと思います。 

 

篠崎委員    「・」にアンダーラインがあるのはどうかと思っただけですので。 

 

事務局     そこは意識したいと思います。 
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仲野会長    10ページのメッツ表、岡﨑先生、いくつかの種目ですとか特徴のある 

ものを入れられないかということですけれどもいかがでしょうか。まだ

まだあると思うのですが。 

 

岡﨑委員    たくさんあります。出典のところの国立健康・栄養研究所のメッツ表

を見ればごまんと掲載されておりますので。 

 

事務局     全体を見て抜粋したものを載せています。どこまで入れるかという話

にしかならないと思います。追記することは問題ありません。 

 

岡﨑委員    ご希望があれば。 

 

篠崎委員    せっかく空いているのであれば、何か入れられないかと。対称的に書

いても、同じ個数があっても良いかと思ったというところです。 

 

仲野会長    生活活動の 7、8は何か埋められますか。 

 

岡﨑委員    ちょっと覚えていないので、見てもいいですか。 

 

村松委員    ないと思います。 

 

事務局     あまり現実的ではないようなものが結構あったなという印象があって、

最初入れたんですけれども 7、8あたりは外した経緯があります。 

 

鈴木副会長   普通の人が健康づくりで取り入れるようなものはないと思います。 

 

村松委員    食料品を上の階に運ぶとか。 

 

仲野会長    30キロのコメを持つとか。なるほど。わかりました。 

 

村松委員    家財道具を上の階に運ぶとか、あまり現実的ではない。 

 

事務局     そのような経過があり、外しておりました。 

 

鈴木副会長   赤ちゃんを抱っこしているとか、おんぶしているみたいなのはないで

すかね。ベビーカーではなく、お買い物のときに 10キロの子どもを抱っ

こしているとか、8 キロの子どもを抱っこしているとか。これだと日常

的ですよね。若いお母さんの励みに。 

 

村松委員    6.8キログラムの子どもを運ぶというのはあります。2.3です。 
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鈴木副会長   半年の子ですね。2.3より大きいものはないのでしょうか。 

 

村松委員    ベビーカーを押しながら歩くというのもあります。4.0ですね。 

 

鈴木副会長   私、一度 600 グラムくらいのフライパンをこうやって立って振ってい

るとメッツ 4.5とか。調理で結構重いフライパンを使うとか。 

 

岡﨑委員    坂道の通勤とかはどうですか。自転車で通勤するとかするのは入れて

もいいのかなと。 

 

仲野会長    それで何メッツですか。 

 

岡﨑委員    8.8。 

 

仲野会長    そんなにいきますか。 

 

岡﨑委員    自転車できつい労力でこぐと 8.8メッツとか 11メッツとかかいてある

んですけれども。 

 

仲野会長    この表についてはもう少し検討の余地がありそうですので、入れるべ

きものがあれば若干入れるということで。大変貴重なご意見をありがと

うございました。あとはよろしいでしょうか。 

 

今田委員    72ページ、施策 3-4-①スポーツにおけるデジタル技術の活用というこ

とで、今スマートウォッチとかかなり見える化が進んでいるんですね。

この中で情報収集や検討を進めますとありますが、デジタル社会を意識

した、どれだけカロリーを消費したとか見える化しておくことによって

スポーツを推進できると思いますので、この検討とか情報収集の中に入

れていただければと。今後の施策の中でですけれども。よろしくお願い

します。 

 

仲野会長    ありがとうございます。大変貴重なご意見を頂戴いたしましたが、今

後この形で集まることが難しいものですから、最終的な文言の修正ある

いはメッツ表に何か入れる等につきましては事務局と私の方で進めてよ

ろしいでしょうか。ご一任いただければと思います。 

 

小池委員    一つよろしいでしょうか。終わるときに申し訳ないのですが。スポー

ツボランティアの件ですけれども。今回、「する」「みる」「ささえる」で

すね。8 ページがスポーツの範囲で、77 ページが評価値でスポーツの範

疇にあることを目標値にしているんですね。一番最後のスポーツボラン
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ティアも「ささえる」だけれど「する」ということでいえばスポーツの

範疇に入っているという理解をすれば、スポーツの範囲の中に「ささえ

る」というのも入ると。委員会までいったんでしょうけれども。そうす

ると 8ページのスポーツの範囲と評価値がシンクロするというふうに。 

「ささえる」だけ入っていないので。スポーツボランティアもエネルギ

ー消費する活動の一つだというふうに捉えてそれも評価するレベルなの

であれば本計画のスポーツの範囲にスポーツボランティアを「ささえる」

ものも実はアクティブな活動の一つなんですよと捉えることができるの

ではないかと。先程の村松先生の話の中で、そうすると評価値はどうな

のかなと。 

 

事務局     答申案の 73 ページ施策 3-5 冒頭部分に、「スポーツボランティアへの

参加は、スポーツに関わる楽しさ、スポーツを支え合う充実感や一体感

を得ることができるとともに、自身の身体活動としてスポーツを「する」

ことにもつながります」と表現させていただいてございます。そういっ

た点も含めて、今、先生がおっしゃいましたようにスポーツボランティ

アの活動を通して体を動かすことにつながるとスポーツをするというこ

とで。 

 

小池委員    ビジュアルマークとかいいのではないでしょうか。 

 

仲野会長    ありがとうございます。それでは先程申しましたとおり、最終的には

事務局と私の方で完成させていただきたいと思います。どうもご協力を

ありがとうございました。本日の審議は以上となります。事務局にお返

しします。 

 

事務局     長時間にわたりご審議を賜り、ありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の審議会を閉会いたします。 

 

（５）閉  会 


